
■
定
年
段
階
的
に
引
上
げ

　

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

地
方
公
務
員
の
定
年
が
60
歳
か
ら
65
歳
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
令
和
5
年
4
月
か

ら
2
年
毎
に
1
歳
ず
つ
段
階
的
に
引
上
げ

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
押
印
等
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

行
政
手
続
き
に
お
け
る
押
印
等
の
見
直

し
に
つ
い
て
は
、
法
令
等
に
よ
り
押
印
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
や
、
外
部
機
関

か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
慣

例
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
廃
止
の
方
向

で
検
討
し
て
い
ま
す
。

■
子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

　

昨
年
12
月
に
国
が
実
施
し
た
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
別

給
付
金
」
に
関
連
し
て
、
所
得
制
限
に
よ
り

給
付
金
の
支
給
対
象
外
に
な
っ
た
世
帯
に

対
し
て
、
町
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
子

ど
も
1
人
当
た
り
10
万
円
を
給
付
い
た
し

ま
す
。

■
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
作
成

　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
改
正
に
よ
り
、「
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

簿
」
を
作
成
し
、
公
表
す
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
個
人
情
報

取
り
扱
い
の
透
明
性
を
図
り
、
適
正
な
管

理
を
確
保
す
る
た
め
、
個
人
情
報
の
名
称
、

利
用
目
的
、
記
録
項
目
な
ど
を
記
載
し
た

フ
ァ
イ
ル
の
作
成
を
必
要
と
す
る
も
の
で

す
。
令
和
4
年
度
は
準
備
期
間
と
し
て
事

務
作
業
を
行
い
、
令
和
5
年
度
か
ら
の
実

施
に
取
り
組
み
ま
す
。

■
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種

　

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
に
よ
る
感
染
拡
大
が
収

ま
ら
ず
、
本
町
に
お
い
て
も
、
特
に
若
い

人
が
家
庭
内
で
感
染
す
る
ケ
ー
ス
が
増

え
て
い
ま
す
。
本
町
で
は
、
ワ
ク
チ
ン
の

3
回
目
の
接
種
を
推
進
し
、
65
歳
以
上
の

高
齢
者
の
接
種
は
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
64
歳
以
下
の
方
に
つ
い
て
も
、
2

回
目
接
種
か
ら
6
カ
月
を
経
過
し
た
人
を

対
象
に
接
種
券
を
発
送
し
て
い
ま
す
。
な

お
、
5
歳
か
ら
11
歳
ま
で
の
小
児
ワ
ク
チ

ン
接
種
に
つ
い
て
は
、
3
月
中
旬
か
ら
実

施
し
て
お
り
ま
す
。
接
種
券
が
届
き
ま
し

た
ら
、
ご
検
討
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

5 頁 令和 4 年 . 広報けいせん 4 月 


